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九州・沖縄初、「プラチナえるぼし」認定 

 オリックス・ビジネスセンター沖縄株式会社  

 

 

沖縄労働局（局長 西川 昌登）は、この度、女性活躍推進法に基づき、九州・沖縄で初めての 

「プラチナえるぼし」として、オリックス・ビジネスセンター沖縄株式会社 （取締役社長 小林 健太） 

を認定しました。 

下記のとおり、認定交付式を行いますので、当日の取材をよろしくお願いいたします。 
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― 10 月 4 日、認定交付式 ― 

プラチナえるぼし認定交付式  

■ 日  時  令和４年 10 月 4 日（火） １１時 ～ １１時４０分 

■ 会  場  那覇第 2 地方合同庁舎 1 号館 2 階 大会議室 

      

■ 認定企業  オリックス・ビジネスセンター沖縄株式会社（情報通信業） 

 

 

※  新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、人数の制限、換気の実施等の感染対策を 

講じた上で実施いたします。なお、今後の感染拡大状況によりやむを得ず中止となる場合

は、沖縄労働局ホームページでお知らせいたします。 

（那覇市おもろまち２－１－１） 

（添付資料）  ・プラチナえるぼし認定企業の積極的な取組（ポイント） 

・えるぼし認定、プラチナえるぼし認定までの流れ 

・女性活躍促進法に基づく認定制度及び県内のえるぼし・プラチナえるぼし認定企業一覧 

 

〔所在地：那覇市 /  労働者数：約 500 名〕 



 

 

 

プラチナえるぼし認定企業の積極的な取組（ポイント） 

 

オリックス・ビジネスセンター沖縄株式会社 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

【 一般事業主行動計画に定めた目標と達成 】 

法令に従い、2019年度に 10日以上の年次有給休暇を付与される全ての社員に 5日以上 

   の休暇を取得させるとともに、2021年度までに社員の 80％以上に 7日以上の年次有給休暇を 

取得させる。 〔2019年度、2020年度、2021年度とも達成〕 

【 認定基準を満たす項目の実績 】 

❶採用 

🔸通常の労働者に占める女性労働者の割合が産業平均値以上 〔実績 89.4％ ＞ 23.3％〕 

🔸通常の労働者の基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が産業平均値以上 

                                           〔実績 91.5％ ＞ 21.3％〕 

❷継続就業 

🔸直近の事業年度において、女性の通常の労働者の平均勤続年数が産業平均値以上 

〔実績 9.95年 ＞ 9.7年〕 

❸労働時間等の働き方 

🔸過去 1年間の各月の法定時間外労働と法定休日労働の合計時間数が各月すべて 45時間未満 

〔実績 雇用管理区分全て各月 45時間未満〕 

❹管理職比率 

🔸管理職に占める女性労働者の割合が産業平均値の 1.5倍以上 

                   〔実績 女性管理職の割合 80.8％ ＞ 12.3％（産業平均値の 1.5倍）〕 

❺多様なキャリアコース 

🔸 通常の労働者への転換、派遣労働者の雇入れ    〔実績 15名〕 

🔸 女性の通常の労働者としての再雇用（定年後の再雇用を除く）   〔実績 1名〕 

🔸 おおむね 30歳以上の女性の通常の労働者としての中途採用   〔実績 11名〕 

 

資料１ 

取締役社長 小林 健太 

🔸 2016 年から RPA 等の IT ツールを活用した業務設計を展開し、生産性向上や業務効率化を推

進した。2018 年 4 月から 1 日の就業時間を 7 時間とし、2022 年度には平均の法定時間外労働が

約 3．0時間と、男女問わず働きやすい環境となっている。 

🔸 社員の個性を生かしながら、それぞれの成長をサポートできるよう、キャリア開発・形成支援に

力を入れ、階層別研修や DX研修、メンタルヘルス研修等の研修制度の充実を図っている。 

🔸 「在宅勤務制度」や「フレックス勤務制度」、「時間単位年休制度」など、社員一人一人のライフ

サイクルに合わせた働き方ができる制度を導入している。 

〔所在地：那覇市 /  業種：情報通信業  /  労働者数：約５００名〕 

 



えるぼし認定、プラチナえるぼし認定までの流れ

女性活躍推進法における一般事業主行動計画の策定等の取組からえるぼし認定、プラチナえる
ぼし認定取得の流れは、以下のとおりです。

行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、

女性の活躍推進に関する状況が優良である等の

一定の要件を満たした場合に認定します。

なお、評価基準を満たす項目数に応じて３段階

あります。

▶ えるぼし認定申請

えるぼし認定を受けた事業主のうち、女性の活躍
推進に関する状況が優良である等の一定の要件を満
たした場合に認定します。

▶ プラチナえるぼし認定申請

ステップ１：自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析

ステップ２：一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表

ステップ３：一般事業主行動計画を策定した旨の届出

１ 一般事業主行動計画の策定・届出

２ 女性の活躍に関する情報公表

自社の女性の活躍に関する状況について、「女性の活躍推進企業データベース」や自社のホーム

ページ等に公表します。

（常時雇用する労働者数が101人以上の事業主は義務、100人以下の事業主は努力義務）

※プラチナえるぼし認定を受けるためには、えるぼし認定（３段階のうちのいずれか）
を受けている必要があります。

〔資料２〕



プラチナえるぼし認定

えるぼし認定を受けた事業主のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取組の実
施状況が特に優良である等の一定の要件を満たした場合に認定します。

●事業主行動計画策定指針に即して適切な一般事業主行動計画を
策定し、策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、
当該行動計画に定めた目標を達成したこと。

●男女雇用会機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任し、その
選任状況を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表してい
ること。

●「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」の５つの
項目全てを満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年
公表していること。

●女性活躍推進法に基づく情報公表項目（社内制度の概要を除く。）
のうち、８項目以上を毎年「女性の活躍推進企業データベース」に
公表していること。

▶ プラチナえるぼし認定の主な基準

⇒認定を受けた事業主は、一般事業主行動計画の策定・届出が免除されます！

「１ 採用」、「２ 継続就業」、「３ 労働時間等の働き方」、「４ 管理職比率」、「５ 多様
なキャリアコース」の５つの評価項目があります。

「えるぼし認定」では評価基準を満たすごとに、1～３段階の認定がされ、３段階では５つの全ての項
目を満たす必要があります。

プラチナえるぼし認定を受けるためには、これに加えて、「２ 継続就業」、「４ 管理職比率」の
項目については、より高い基準を満たした場合に認定を受けることができます。

▶「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」
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女性活躍促進法に基づく認定制度及び県内のえるぼし・プラチナえるぼし 

認定企業一覧 

 

 

１．女性活躍推進法に基づく認定制度について 

 

●女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活

躍推進に関する状況等が優良な事業主は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認

定を受けることができます。 

 

●認定を受けた事業主は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品や広告などに付すことがで

き、女性の活躍を推進している事業主であることをＰＲすることで優秀な人材の確保や企業イ

メージの向上等につながることが期待できます。また、公共調達で加点評価を受けることがで

き、有利になる場合があります。 

 

●認定は取組の実施状況等により３段階あり、【採用】【継続就業】【労働時間等の働き方】【管

理職比率】【多様なキャリアコース】の５つの評価項目を満たす項目数に応じて、取得できる

認定段階が変わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１段階目（１つ星）】     【２段階目（２つ星）】     【３段階目（３つ星）】 

   

◇ プラチナえるぼし認定（２０２０年（令和２年）６月１日以降認定開始） 

  

  えるぼし認定を受けた事業主のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関

する取組の実施状況が特に優良である等の一定の要件を満たした場合に認定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔資料３〕 
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２．沖縄県内のえるぼし・プラチナえるぼし認定企業一覧 

 

〔えるぼし認定〕  

 

 
企 業 名 段 階 所 在 地 認定年月 

常時雇用する

労働者数 

１ 
オリックス・ビジネスセンター沖縄 

株式会社          
★★★ 那覇市 平成２８年５月 ６９４ 

２ 有限会社スタプランニング   ★★★ 那覇市 平成２９年１２月 １５       

３ イオン琉球株式会社   ★★★ 
島尻郡 

南風原町 
平成３０年２月 ５,０７０ 

４ 
株式会社プロトソリューション  

 
★★★ 宜野湾市 平成３０年９月 ５２４ 

５ 
ソニービジネスオペレーションズ

株式会社         
★★ 南城市 平成３０年１１月 ３８４ 

６ 株式会社沖縄銀行   ★★★ 那覇市 令和元年１１月 １，７５３ 

７ 株式会社福地組       ★★ 
中頭郡 

嘉手納町 
令和２年１１月 ７１ 

８ 沖縄県労働金庫    ★★★ 那覇市 令和２年１２月 ２０９ 

９ 株式会社仲本工業      ★★★ 沖縄市 令和３年５月 １７９ 

１０ 株式会社 JTB沖縄  ★★★ 那覇市 令和３年６月 １９９ 

１１ 拓南本社株式会社      ★★★ 那覇市 令和３年６月 ３８ 

１２ 
株式会社西原グリーンセンター 

 
★★ 

中頭郡 

西原町 
令和３年６月 ８６ 

１３ 金秀バイオ株式会社      ★★★ 糸満市 令和４年５月 ６８ 

１４ 一般財団法人沖縄美ら島財団 ★★★ 
国頭郡 

本部町 
令和４年７月 ６０３ 

１５ 株式会社大米建設 ★★ 那覇市 令和４年８月 ３００ 

１６ 株式会社碧 ★★★ 那覇市 令和４年８月 １１９ 

※段階 ： ★★★＝３段階目   

〔プラチナえるぼし認定〕 

 

 
企 業 名 段 階 

所 在 

地 
認定年月 

常時雇用する

労働者数 

１ 
オリックス・ビジネスセンター沖縄 

株式会社          
 那覇市 令和４年９月 ５０６ 

 


